
社会福祉法人宮崎県社会福祉事業団 

定 款 

 

第１章 総則 

 

 （目的） 

第１条 この社会福祉法人（以下「法人」という。）は、多様な福祉サービスがその利用者の意向

を尊重して総合的に提供されるよう創意工夫することにより、利用者が、個人の尊厳を保持し

つつ、心身ともに健やかに育成され、又はその有する能力に応じ自立した日常生活を地域社会

において営むことができるよう支援することを目的として、次の社会福祉事業を行う。 

 （１） 第一種社会福祉事業 

    ア 障害児・者支援施設ひかり学園の設置経営 

    イ 障害児・者支援施設高千穂学園の設置経営 

    ウ 救護施設清風園の設置経営 

    エ 障害児・者支援施設ひまわり学園の設置経営 

    オ 軽費老人ホーム青島荘の設置経営 

    カ 児童養護施設青島学園の設置経営 

    キ 特別養護老人ホーム霧島荘の設置経営 

    ク 知的障害者総合福祉施設向陽の里の設置経営 

    ケ 特別養護老人ホームみやざき荘の設置経営 

    コ 養護老人ホーム東岳荘の設置経営 

    サ 養護老人ホームあけぼの園の設置経営 

 （２） 第二種社会福祉事業 

    ア 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サ

ービス事業（障害福祉サービス事業所向陽園並びにひかり学園、高千穂学園、ひまわ

り学園、向陽の里、霧島荘及びみやざき荘） 

    イ 相談支援事業（ひかり学園、高千穂学園、ひまわり学園及び向陽の里） 

    ウ 老人居宅生活支援事業 

（ア） 老人居宅介護等事業（霧島荘及びみやざき荘） 

     （イ） 老人デイサービス事業（霧島荘、ねむの里） 

     （ウ） 老人短期入所事業（霧島荘及びみやざき荘） 

    エ 児童福祉法に基づく放課後等デイサービス事業（ひまわり学園） 

（名称） 

第２条 この法人は、社会福祉法人宮崎県社会福祉事業団という。 

 （経営の原則等） 

第３条 この法人は、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効果的かつ適

正に行うため、自主的にその経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉サービスの質

の向上並びに事業経営の透明性の確保を図り、もって地域福祉の推進に努めるものとする。 



２ この法人は、地域社会に貢献する取組として、地域の高齢者、子ども、障がい者、経済的に

困窮する者等を支援するため、無料又は低額な料金で福祉サービスを積極的に提供するものと

する。 

 （事務所の所在地） 

第４条 この法人の事務所を宮崎県宮崎市原町２番２２号に置く。 

 

 

第２章 評議員 

 

 （評議員の定数） 

第５条 この法人に評議員８名を置く。 

（評議員の選任及び解任） 

第６条 この法人に評議員選任・解任委員会を置き、評議員の選任及び解任は、評議員選任・解

任委員会において行う。 

２ 評議員選任・解任委員会は、監事１名、事務局員１名、外部委員１名の合計３名で構成する。 

３ 選任候補者の推薦及び解任の提案は、理事会が行う。評議員選任・解任委員会の運営につい

ての細則は、理事会において定める。 

４ 選任候補者の推薦及び解任の提案を行う場合には、当該者が評議員として適任及び不適任と

判断した理由を委員に説明しなければならない。 

５ 評議員選任・解任委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。ただ

し、外部委員が出席し、かつ、外部委員が賛成することを要する。 

（評議員の任期） 

第７条 評議員の任期は、選任後４年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評

議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。 

２ 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の

任期の満了する時までとすることができる。 

３ 評議員は、第５条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した

後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。 

（評議員の報酬等） 

第８条 評議員に対して、各年度の報酬総額が５００，０００円を超えない範囲で、評議員会に

おいて別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬等として支給する。 

 

 

第３章 評議員会 

 

 （構成） 

第９条 評議員会は、全ての評議員をもって構成する。 

２ 評議員会には議長を置く。 

３ 議長は、評議員会の開催の都度、評議員の互選で定める。 

 （権限） 



第１０条 評議員会は、次の事項について決議する。 

 （１） 理事及び監事並びに会計監査人の選任又は解任 

 （２） 理事及び監事の報酬等の額 

 （３） 理事及び監事並びに評議員に対する報酬等の支給の基準 

 （４） 計算書類（貸借対照表及び収支計算書）及び財産目録の承認 

 （５） 定款の変更 

（６） 残余財産の処分 

 （７） 基本財産の処分 

 （８） 社会福祉充実計画の承認 

 （９） その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項 

（開催） 

第１１条 評議員会は、定時評議員会として毎会計年度終了後３か月以内に１回開催するほか、

必要がある場合に開催する。 

（招集） 

第１２条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招

集する。 

２ 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を付して、評議員会の

招集を請求することができる。 

 （決議） 

第１３条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半

数が出席し、その過半数をもって行う。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く

評議員の３分の２以上に当たる多数をもって行わなければならない。 

 （１） 監事の解任 

 （２） 定款の変更 

 （３） その他法令で定められた事項 

３ 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第１項の決議を行わな

ければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第１５条に定める定数を上回る場合には、

過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任するこ

ととする。 

４ 第１項及び第２項の規定にかかわらず、評議員（当該事項について議決に加わることができ

るものに限る。）の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、評議員会の

決議があったものとみなす。 

 （議事録） 

第１４条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。 

２ 議長及び会議に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人２名は、前項の議事録に

署名する。 

 

 

 



 

第４章 役員及び会計監査人並びに職員 

 

 （役員及び会計監査人の定数） 

第１５条 この法人には、次の役員を置く。 

 （１） 理事  ７名 

 （２） 監事  ２名 

２ 理事のうち１名を理事長、１名を常務理事とする。 

３ 前項の常務理事をもって法第４５条の１６第２項第２号の業務執行理事とする。 

４ この法人に会計監査人を置く。 

（役員及び会計監査人の選任） 

第１６条 理事及び監事並びに会計監査人は、評議員会の決議によって選任する。 

２ 理事長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。 

 （理事の職務及び権限） 

第１７条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。 

２ 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、

常務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の常務を執行する。 

３ 理事長及び常務理事は、毎会計年度に４か月を超える間隔で２回以上、自己の職務の執行の

状況を理事会に報告しなければならない。 

（監事の職務及び権限） 

第１８条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成す

る。 

２ 監事は、いつでも、理事及び職員に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状

況を調査することができる。 

 （会計監査人の職務及び権限） 

第１９条 会計監査人は、法令で定めるところにより、この法人の計算書類（貸借対照表、資金

収支計算書及び事業活動計算書）並びにこれらの附属明細書及び財産目録を監査し、会計監査

報告を作成する。 

２ 会計監査人は、いつでも、次に掲げるものの閲覧及び謄写をし、又は理事及び職員に対し、

会計に関する報告を求めることができる。 

 （１） 会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもって作成されているときは、当該書面 

 （２） 会計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電

磁的記録に記録された事項を法令で定める方法により表示したもの 

 （役員及び会計監査人の任期） 

第２０条 理事又は監事の任期は、選任後２年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関す

る定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。 

２ 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとすることが

できる。 

３ 理事又は監事は、第１５条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により

退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有



する。 

４ 会計監査人の任期は、選任後１年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評

議員会の終結の時までとする。ただし、その定時評議員会において別段の決議がされなかった

ときは、再任されたものとみなす。 

（役員及び会計監査人の解任） 

第２１条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任する

ことができる。 

 （１） 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。 

 （２） 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。 

２ 会計監査人が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することがで

きる。 

 （１） 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。 

 （２） 会計監査人としてふさわしくない非行があったとき。 

 （３） 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。 

３ 監事は、会計監査人が前項各号のいずれかに該当するときは、監事全員の同意により、会計

監査人を解任することができる。この場合、監事は、解任した旨及び解任の理由を、解任後最

初に招集される評議員会に報告するものとする。 

 （役員及び会計監査人の報酬等） 

第２２条 理事及び監事に対して、評議員会において別に定める総額の範囲で、評議員会におい

て別に定める報酬等の支給の基準等に従って算定した額を報酬等として支給する。 

２ 会計監査人に対する報酬等は、監事全員の同意を得て、理事会において定める。 

 （職員） 

第２３条 この法人に、職員を置く。 

２ この法人の設置経営する施設の長他の重要な職員（以下「施設長等」という。）は、理事会に

おいて、選任及び解任する。 

３ 施設長等以外の職員は、理事長が任免する。 

 

 

第５章 理事会 

 

 （構成） 

第２４条 理事会は、全ての理事をもって構成する。 

 （権限） 

第２５条 理事会は、次の職務を行う。ただし、日常の業務として理事会が定めるものについて

は理事長が専決し、これを理事会に報告する。 

（１） この法人の業務執行の決定 

 （２） 理事の職務の執行の監督 

 （３） 理事長及び常務理事の選定及び解職 

 （招集） 

第２６条 理事会は、理事長が招集する。 



２ 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。 

 （決議） 

第２７条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出

席し、その過半数をもって行う。 

２ 前項の規定にかかわらず、理事（当該事項について議決に加わることができるものに限る。）

の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき（監事が当該提案について異議

を述べたときを除く。）は、理事会の決議があったものとみなす。 

 （議事録） 

第２８条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。 

２ 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に署名押印する。 

 

 

第６章 資産及び会計 

 

 （資産の区分） 

第２９条 この法人の資産は、これを分けて基本財産、その他財産、公益事業用財産の３種とす

る。 

２ 基本財産は、別表に掲げる財産をもって構成する。 

３ その他財産は、基本財産、公益事業用財産以外の財産とする。 

４ 公益事業用財産は、第３７条に掲げる公益を目的とする事業の用に供する財産とする。 

５ 基本財産に指定されて寄附された金品は、速やかに第２項に規定する別表に掲げるため、必

要な手続きをとらなければならない。 

 （基本財産の処分） 

第３０条 基本財産を処分し、又は担保に供しようとするときは、理事会及び評議員会の承認を

得て、宮崎県知事の承認を得なければならない。ただし、宮崎県との県有財産譲与契約により

取得した財産以外の基本財産で、次の各号に掲げる場合には、宮崎県知事の承認は必要としな

い。 

 （１） 独立行政法人福祉医療機構に対して基本財産を担保に供する場合 

 （２） 独立行政法人福祉医療機構と協調融資（独立行政法人福祉医療機構の福祉貸付が行う

施設整備のための資金に対する融資と併せて行う同一の財産を担保とする当該施設整備

のための資金に対する融資をいう。以下同じ。）に関する契約を結んだ民間金融機関に対

して基本財産を担保に供する場合（協調融資に係る担保に限る。） 

 （資産の管理） 

第３１条 この法人の資産は、理事会の定める方法により、理事長が管理する。 

２ 資産のうち現金は、確実な金融機関に預け入れ、確実な信託会社に信託し、又は確実な有価

証券に換えて、保管する。 

（事業計画及び収支予算） 

第３２条 この法人の事業計画書、収支予算書については、毎会計年度開始の日の前日までに、

理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。 

２ 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般



の閲覧に供するものとする。 

（事業報告及び決算） 

第３３条 この法人の事業報告及び決算については、毎会計年度終了後、理事長が次の書類を作

成し、監事の監査を受け、かつ、第３号から第６号までの書類について会計監査人の監査を受

けた上で、理事会の承認を受けなければならない。 

 （１） 事業報告 

 （２） 事業報告の附属明細書 

 （３） 貸借対照表 

 （４） 収支計算書（資金収支計算書及び事業活動計算書） 

 （５） 貸借対照表及び収支計算書（資金収支計算書及び事業活動計算書）の附属明細書 

 （６） 財産目録 

２ 前項の承認を受けた書類のうち、第１号、第３号、第４号及び第６号については、定時評議

員会に報告するものとする。ただし、社会福祉法施行規則第２条の３９に定める要件に該当し

ない場合には、第１号の書類を除き、定時評議員会への報告に代えて、定時評議員会の承認を

受けなければならない。 

３ 第１項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に５年間備え置き、一般の閲覧に供するとと

もに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。 

 （１） 監査報告 

 （２） 会計監査報告 

 （３） 理事及び監事並びに評議員の名簿 

 （４） 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類 

 （５） 事業の概要等を記載した書類 

（会計年度） 

第３４条 この法人の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日をもって終わる。 

（会計処理の基準） 

第３５条 この法人の会計に関しては、法令等及びこの定款に定めのあるもののほか、理事会に

おいて定める経理規程により処理する。 

 （臨機の措置） 

第３６条 予算をもって定めるもののほか、新たに義務の負担をし、又は権利の放棄をしようと

するときは、理事総数の３分の２以上の同意がなければならない。 

 

 

第７章 公益を目的とする事業 

 

 （種別） 

第３７条 この法人は、法第２６条の規定により、利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、自立し

た生活を地域社会において営むことができるよう支援することなどを目的として、次の事業を

行う。 

 （１） 向陽の里診療所の設置経営 

 （２） 居宅介護支援事業 



 （３） 障害者就業・生活支援センター事業 

 （４） 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域生活支援

事業（日中一時支援事業） 

（５） 居宅サービス事業（一般型特定施設入居者生活介護） 

２ 前項の事業の運営に関する事項については、理事総数の３分の２以上の同意を得なければな

らない。 

 

 

第８章 解散 

 

 （解散） 

第３８条 この法人は、社会福祉法第４６条第１項第１号及び第３号から第６号までの解散事由

により解散する。 

 （残余財産の帰属） 

第３９条 解散（合併又は破産による解散を除く。）した場合における残余財産は、評議員会の決

議を得て、社会福祉法人並びに社会福祉事業を行う学校法人及び公益財団法人のうちから選出

されたものに帰属する。 

 

 

第９章 定款の変更 

 

（定款の変更） 

第４０条 この定款を変更しようとするときは、評議員会の決議を得て、宮崎県知事の認可（法

第４５条の３６項第２項に規定する厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。）を受けなけ

ればならない。 

２ 前項の厚生労働省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なくその旨を宮崎県

知事に届け出なければならない。 

 

 

第１０章 公告の方法その他 

 

 （公告の方法） 

第４１条 この法人の公告は、社会福祉法人宮崎県社会福祉事業団の掲示場に掲示するとともに、

官報、新聞又は電子公告に掲載して行う。 

 （施行細則） 

第４２条 この定款の施行についての細則は、理事会において定める。 

 

   附 則 

この法人の設立当初の役員は、次のとおりとする。ただし、この法人の成立後遅滞なく、この

定款に基づき、役員の選任を行うものとする。 



  理事  鹿 島 透 

   〃   坂 元 又 夫 

   〃   岩 切 省 一 郎 

   〃   富 高 憲 晃 

   〃   高 宮 澄 男 

  監事  橋 口 重 則 

 

 

 

附 則 

１ この定款は、平成２年４月１日から施行する。 

 

附 則 

２ この定款は、平成３年４月１日から施行する。 

 

附 則 

３ この定款は、平成５年７月２６日から施行する。 

 

附 則 

４ この定款は、平成７年７月２４日から施行する。 

 

附 則 

５ この定款は、平成８年４月１日から施行する。 

 

附 則 

６ この定款は、平成９年６月１日から施行し平成９年４月１日から適用する。 

 

附 則 

７ この定款は、平成１０年４月１日から施行する。 

 

附 則 

８ この定款は、平成１１年４月１日から施行する。 

 

附 則 

９ この定款は、平成１２年４月１日から施行する。 

 

附 則 

10 この定款は、平成１３年４月１日から施行する。 

 

附 則 



11 この定款は、平成１４年４月１日から施行する。 

 

附 則 

12 この定款は、平成１４年４月１日から施行する。 

 

附 則 

13 この定款は、平成１５年４月１日から施行する。 

 

附 則 

14 この定款は、平成１６年４月１日から施行する。 

 

附 則 

15 この定款は、平成１６年１２月１日から施行する。 

 

附 則 

16 この定款は、平成１７年４月１日から施行する。 

 

附 則 

17 この定款は、平成１７年９月３０日から施行する。 

 

附 則 

18 この定款は、平成１７年１１月１６日から施行する。 

 

附 則 

19 この定款は、平成１８年４月１日から施行する。 

 

附 則 

20 この定款は、平成１８年１０月１日から施行する。 

 

附 則 

21 この定款は、平成１９年４月１日から施行する。 

 

附 則 

22 この定款は、平成１９年１１月９日から施行する。 

 

附 則 

23 この定款は、平成２０年４月１日から施行する。 

 

   附 則 

24 この定款は、平成２０年５月２６日から施行する。 



 

附 則 

25 この定款は、平成２０年１２月４日から施行する。 

 

附 則 

26 この定款は、平成２１年５月２６日から施行する。 

 

   附 則 

27 この定款は、平成２２年４月１日から施行する。 

 

附 則 

28 この定款は、平成２２年６月１日から施行する。 

 

附 則 

29 この定款は、平成２３年４月１日から施行する。 

 

附 則 

30 この定款は、平成２３年５月２５日から施行する。 

 

附 則 

31 この定款は、平成２４年３月１日から施行する。 

 

附 則 

32 この定款は、平成２４年４月１日から施行する。 

 

附 則 

33 この定款は、平成２５年４月１日から施行する。 

 

附 則 

34 この定款は、平成２５年５月２９日から施行する。 

 

附 則 

35 この定款は、平成２５年１１月２８日から施行する。 

 

附 則 

36 この定款は、平成２６年１１月２５日から施行する。 

 

附 則 

37 この定款は、平成２７年３月２５日から施行する。 

 



 

附 則 

38 この定款は、平成２７年１２月７日から施行する。 

 

   附 則 

39 この定款は、平成２９年４月１日から施行する。 

 

附 則 

40 この定款は、平成２９年８月９日から施行する。 

 

附 則 

41 この定款は、平成３０年４月１日から施行する。 

 

附 則 

42 この定款は、平成３０年７月４日から施行する。 

 

附 則 

43 この定款は、平成３１年３月１２日から施行する。 

 

   附 則 

44 この定款は、平成３１年３月２９日から施行する。 

 

   附 則 

45 この定款は、令和２年３月３１日から施行する。 

  

附 則 

46 この定款は、令和２年７月１日から施行する。 

 

   附 則 
47 この定款は、令和４年１月７日より施行する。 
２ 第１条第１号サ、第２号ウ (イ)、第３７条第１項第５号、附則別表２のシの項及び附則別表 
３のスの項の変更については、合併契約の効力が発生することを条件として、当該合併の効力 
発生日より施行する。 

 

   附 則 
48 この定款は、令和４年６月２９日より施行する。 

 

   附 則 

49 この定款は、令和５年７月１９日より施行する。 

 

 



別表（第２９条関係） 

１ 現金 １００，０００千円 

 

２ 土地 

 地   番 地目 面  積 

ア 宮崎県延岡市櫛津町３４２７番４ 宅地 ７５９６．６９平方メートル 

 宮崎県延岡市櫛津町３４２７番４１ 宅地  ９５８．６０平方メートル 

イ 宮崎県児湯郡新富町大字日置字浜９６３番１０ 宅地  １，９０１．７８平方メートル 

 宮崎県児湯郡新富町大字日置字浜９６３番１１ 宅地 ７８８．００平方メートル 

 宮崎県児湯郡新富町大字日置字浜９６３番４０ 畑  ２０３．００平方メートル 

ウ 宮崎県都城市都原町７２２６番 学校用地 ７５６．００平方メートル 

 宮崎県都城市都原町７２２７番 学校用地 ６６１．００平方メートル 

 宮崎県都城市南横市町４３３７番１ 畑 １，６８３．００平方メートル 

 宮崎県都城市南横市町４３３７番２ 畑 １，２５１．００平方メートル 

  

宮崎県都城市南横市町４３３８番１ 

宮崎県都城市都原町７２０９番５ 

畑    

宅地 

２，８２９．００平方メートル 

３７８．１２平方メートル 

エ 宮崎市大島町北ノ原１０３０番３ 宅地 ８，２３６．６２平方メートル 

オ 宮崎県東諸県郡国富町大字本庄字竹原１３４８番１ 山林 １７，１４１．００平方メートル 

 宮崎県東諸県郡国富町大字本庄字竹原１３４８番２ 公衆用道路  ３，０１１．００平方メートル 

 宮崎県東諸県郡国富町大字本庄字竹原１３４８番３ 山林  ２，４５６．００平方メートル 

 宮崎県東諸県郡国富町大字本庄字竹原１３５１番 公衆用道路    ６６６．００平方メートル 

 宮崎県東諸県郡国富町大字本庄字竹原１３５２番１ 宅地    ８５６．６４平方メートル 

 宮崎県東諸県郡国富町大字本庄字竹原１３５２番２ 宅地    ７４７．９１平方メートル 

 宮崎県東諸県郡国富町大字本庄字竹原１３５２番５ 宅地    ９２４．０７平方メートル 

 宮崎県東諸県郡国富町大字本庄字竹原１３５２番６ 畑 ２，７８３．６２平方メートル 

 宮崎県東諸県郡国富町大字本庄字竹原１３５２番7 畑 ７５８．１５平方メートル 

 宮崎県東諸県郡国富町大字本庄字竹原１３５２番８ 宅地 １３０．２６平方メートル 

 



 宮崎県東諸県郡国富町大字本庄字竹原１３５３番 山林 １３，５４８．００平方メートル 

 宮崎県東諸県郡国富町大字本庄字竹原１３５４番 雑種地  １，０１７．００平方メートル 

 宮崎県東諸県郡国富町大字本庄字竹原１３５５番１ 公衆用道路    １６１．００平方メートル 

 宮崎県東諸県郡国富町大字本庄字竹原１３５５番２ 宅地 １，７３５．７３平方メートル 

 宮崎県東諸県郡国富町大字本庄字竹原１３５５番３ 畑 １，４３５．２８平方メートル 

 宮崎県東諸県郡国富町大字本庄字竹原１３５７番 宅地 ４４０．２６平方メートル 

 宮崎県東諸県郡国富町大字本庄字竹原１３５８番１ 公衆用道路  １，３６３．００平方メートル 

 宮崎県東諸県郡国富町大字本庄字竹原１３６１番 宅地  １，５２４．４８平方メートル 

 宮崎県東諸県郡国富町大字本庄字竹原１３６２番 雑種地    ３９２．００平方メートル 

 宮崎県東諸県郡国富町大字本庄字竹原１３６３番 雑種地    ３３７．００平方メートル 

 宮崎県東諸県郡国富町大字本庄字竹原１３６５番 宅地  １，９９４．８２平方メートル 

 宮崎県東諸県郡国富町大字本庄字竹原１３６６番１ 宅地  ９，２８５．１４平方メートル 

 宮崎県東諸県郡国富町大字本庄字竹原１３６８番 宅地  １，２５７．４５平方メートル 

 宮崎県東諸県郡国富町大字本庄字竹原１３７０番 山林     ７６．００平方メートル 

 宮崎県東諸県郡国富町大字本庄字竹原１３７７番 山林  ５，１２８．００平方メートル 

 宮崎県東諸県郡国富町大字本庄字竹原１３７８番 宅地  ４，４５７．９５平方メートル 

 宮崎県東諸県郡国富町大字本庄字竹原１３７９番１ 宅地    ４９７．４１平方メートル 

 宮崎県東諸県郡国富町大字本庄字竹原１３８８番 公衆用道路  ３，９９２．００平方メートル 

 宮崎県東諸県郡国富町大字本庄字竹原１３８９番 山林  ９，１７９．００平方メートル 

 宮崎県東諸県郡国富町大字本庄字竹原１３９０番 雑種地  ９，９４８．００平方メートル 

 宮崎県東諸県郡国富町大字本庄字竹原１４０２番１ 宅地  ４，５５４．７４平方メートル 

 宮崎県東諸県郡国富町大字本庄字竹原１４０２番１１ 宅地  ５，５３６．５４平方メートル 

 宮崎県東諸県郡国富町大字本庄字竹原１４０２番１４ 宅地    ８８７．１６平方メートル 

 宮崎県東諸県郡国富町大字本庄字竹原１４０２番１６ 雑種地  １，４３５．００平方メートル 

 宮崎県東諸県郡国富町大字本庄字竹原１４０２番１９ 宅地    ７２４．７７平方メートル 

 



 宮崎県東諸県郡国富町大字本庄字竹原１４０２番２１ 宅地  １，５０９．６１平方メートル 

 宮崎県東諸県郡国富町大字本庄字竹原１４０２番２２ 宅地     ２４．００平方メートル 

 宮崎県東諸県郡国富町大字本庄字竹原１４０２番２８ 保安林  ２，４０５．００平方メートル 

 宮崎県東諸県郡国富町大字本庄字竹原１４０２番３１ 宅地    ３９０．２９平方メートル 

 宮崎県東諸県郡国富町大字本庄字竹原１４０７番 宅地  １，５４９．４０平方メートル 

 宮崎県東諸県郡国富町大字本庄字竹原１４１０番１ 宅地    ６８１．１８平方メートル 

 宮崎県東諸県郡国富町大字本庄字竹原１４１０番２ 公衆用道路    ２７８．００平方メートル 

 宮崎県東諸県郡国富町大字本庄字竹原１４１１番３ 山林  ３，０７３．００平方メートル 

 宮崎県東諸県郡国富町大字本庄字竹原１４１１番４ 公衆用道路  １，０４１．００平方メートル 

 宮崎県東諸県郡国富町大字本庄字竹原１４１１番５ 宅地    １０３．７７平方メートル 

 宮崎県東諸県郡国富町大字本庄字竹原１４１１番６ 宅地    ２４１．８７平方メートル 

 宮崎県東諸県郡国富町大字本庄字竹原１４１１番７ 公衆用道路    １４９．００平方メートル 

 宮崎県東諸県郡国富町大字本庄字竹原１４１４番 山林    ７６２．００平方メートル 

 宮崎県東諸県郡国富町大字本庄字竹原１４１６番 山林  ４，８１９．００平方メートル 

 宮崎県東諸県郡国富町大字本庄字竹原１４１８番１ 山林    ３１７．００平方メートル 

 宮崎県東諸県郡国富町大字本庄字竹原１４２１番 畑  ３，９２１．００平方メートル 

 宮崎県東諸県郡国富町大字本庄字竹原１４２７番 保安林  ２，１８５．００平方メートル 

 宮崎県東諸県郡国富町大字本庄字竹原１４２８番１ 山林  ７，２０９．００平方メートル 

 宮崎県東諸県郡国富町大字本庄字竹原１４３１番 宅地  １，９４８．０７平方メートル 

 宮崎県東諸県郡国富町大字本庄字竹原１４３６番 畑    ７７０．００平方メートル 

 宮崎県東諸県郡国富町大字本庄字竹原１４４８番 山林    ７２１．００平方メートル 

 宮崎県東諸県郡国富町大字本庄字竹原１４５０番１ 山林  １，９７１．００平方メートル 

 宮崎県東諸県郡国富町大字本庄字竹原１４５０番２ 公衆用道路    ３８２．００平方メートル 

 宮崎県東諸県郡国富町大字本庄字竹原１４５０番３ 公衆用道路    ４５９．００平方メートル 

 宮崎県東諸県郡国富町大字本庄字竹原１４５１番１ 山林    ７９２．００平方メートル 

 宮崎県東諸県郡国富町大字本庄字竹原１４５５番 山林    ３４８．００平方メートル 



 

 宮崎県東諸県郡国富町大字本庄字上ノ原１４５６番 山林 １３，３０３．００平方メートル 

 宮崎県東諸県郡国富町大字本庄字上ノ原１４６０番１ 山林  ３，９５８．００平方メートル 

 宮崎県東諸県郡国富町大字本庄字上ノ原１４６０番２ 山林  １，０３５．００平方メートル 

 宮崎県東諸県郡国富町大字本庄字上ノ原１４６１番１ 山林 １３，２１０．００平方メートル 

 宮崎県東諸県郡国富町大字本庄字上ノ原１４７３番１ 山林 ２６，１６３．００平方メートル 

 宮崎県東諸県郡国富町大字本庄字上ノ原１４７５番 山林    ７７１．００平方メートル 

 宮崎県東諸県郡国富町大字本庄字上ノ原１４８１番 山林  １，０４２．００平方メートル 

 宮崎県東諸県郡国富町大字本庄字上ノ原１４８８番 畑  ９，３４３．００平方メートル 

 宮崎県東諸県郡国富町大字本庄字上ノ原１４９０番１ 畑  １，０９８．００平方メートル 

 宮崎県東諸県郡国富町大字本庄字上ノ原１４９０番２ 山林    ３１２．００平方メートル 

 宮崎県東諸県郡国富町大字本庄字上ノ原１５０３番１ 畑  ４，１０８．００平方メートル 

 宮崎県東諸県郡国富町大字本庄字上ノ原１５０４番 山林  ２，０３２．００平方メートル 

 宮崎県東諸県郡国富町大字本庄字上ノ原１５１０番 山林    ６９６．００平方メートル 

 宮崎県東諸県郡国富町大字本庄字上ノ原１５１１番 山林    ４１９．００平方メートル 

 宮崎県東諸県郡国富町大字本庄字上ノ原１５１７番２ 畑    ５２９．００平方メートル 

 宮崎県東諸県郡国富町大字本庄字上ノ原１５１８番 畑    ５２３．００平方メートル 

 宮崎県東諸県郡国富町大字本庄字上ノ原１５２１番 畑  ７，２９７．００平方メートル 

 宮崎県東諸県郡国富町大字本庄字上ノ原１５２６番 山林  １，９７６．００平方メートル 

 宮崎県東諸県郡国富町大字本庄字上ノ原１５３０番 畑    ７９０．００平方メートル 

 宮崎県東諸県郡国富町大字本庄字上ノ原１５３１番 畑    ９９６．００平方メートル 

 宮崎県東諸県郡国富町大字本庄字上ノ原１５３２番 畑    ９３１．００平方メートル 

 宮崎県東諸県郡国富町大字本庄字上ノ原１５３５番 山林    ６１９．００平方メートル 

 宮崎県東諸県郡国富町大字本庄字上ノ原１５４４番 畑  ２，３２７．００平方メートル 

 宮崎県東諸県郡国富町大字本庄字上ノ原１５５２番 山林  １，７９９．００平方メートル 

 宮崎県東諸県郡国富町大字本庄字上ノ原１５７１番１ 畑    ６４８．００平方メートル 



 

 宮崎県東諸県郡国富町大字本庄字上ノ原１５８０番 山林 １０，８７３．００平方メートル 

 宮崎県東諸県郡国富町大字本庄字上ノ原１５８８番 畑  ６，９４９．００平方メートル 

 宮崎県東諸県郡国富町大字本庄字上ノ原１５９２番 畑  １，２９１．００平方メートル 

 宮崎県東諸県郡国富町大字本庄字上ノ原１５９４番 畑    ６０２．００平方メートル 

 宮崎県東諸県郡国富町大字本庄字上ノ原１５９７番 畑  ３，６０９．００平方メートル 

 宮崎県東諸県郡国富町大字本庄字上ノ原１６０８番 山林  ６，３６８．００平方メートル 

 宮崎県東諸県郡国富町大字本庄字上ノ原１６２４番１ 山林  ３，２７６．００平方メートル 

 宮崎県東諸県郡国富町大字本庄字上ノ原１６４４番１ 保安林 １２，３４３．００平方メートル 

 宮崎県東諸県郡国富町大字本庄字上ノ原１６４４番２ 畑    ３８１．００平方メートル 

 宮崎県東諸県郡国富町大字本庄字上ノ原１６４４番３ 畑    ６６７．００平方メートル 

 宮崎県東諸県郡国富町大字本庄字上ノ原１６４４番４ 畑  １，７１１．００平方メートル 

 宮崎県東諸県郡国富町大字本庄字上ノ原１６４４番５ 保安林 １４，０１９．００平方メートル 

 宮崎県東諸県郡国富町大字本庄字上ノ原１６４４番６ 山林     ４１．００平方メートル 

 宮崎県東諸県郡国富町大字本庄字上ノ原１６４４番７ 畑    ４６７．００平方メートル 

 宮崎県東諸県郡国富町大字本庄字上ノ原１６４４番８ 山林    １１１．００平方メートル 

 宮崎県東諸県郡国富町大字本庄字上ノ原１６４４番９ 保安林  ７，４３０．００平方メートル 

 宮崎県東諸県郡国富町大字本庄字上ノ原１６４４番１０ 保安林    １３７．００平方メートル 

 宮崎県東諸県郡国富町大字本庄字上ノ原１６４５番 山林  １，０３６．００平方メートル 

 宮崎県東諸県郡国富町大字本庄字上代４８６番 田  １，９１６．００平方メートル 

 宮崎県東諸県郡国富町大字本庄字上代４８９番 田  １，９０２．００平方メートル 

 宮崎県東諸県郡国富町大字本庄字上代５２３番 田  １，８４１．００平方メートル 

 宮崎県東諸県郡国富町大字本庄字上代５２５番 田  １，９３３．００平方メートル 

 宮崎県東諸県郡国富町大字宮王丸字内ケ迫２０７７番 山林 １６，４８０．００平方メートル 

 宮崎県東諸県郡国富町大字宮王丸字内ケ迫２０７９番 山林    ９２２．００平方メートル 

 宮崎県東諸県郡国富町大字本庄字竹ケ山１７６５番 山林  ７，６３４．００平方メートル 



 

カ 宮崎県児湯郡新富町大字日置字乳母作１１１２番２ 宅地    ２９２．５０平方メートル 

 宮崎県児湯郡新富町大字日置字池田９２９番１ 宅地  ５，２５０．０２平方メートル 

 宮崎県児湯郡新富町大字日置字池田９３４番１ 田    ４７３．００平方メートル 

 宮崎県児湯郡新富町大字日置字池田９３５番１ 田    ４４９．００平方メートル 

 宮崎県児湯郡新富町大字日置字池田９３９番 田    ６５０．００平方メートル 

 宮崎県児湯郡新富町大字日置字池田９４０番１ 田  １，４１４．００平方メートル 

 宮崎県児湯郡新富町大字日置字池田９４６番１ 田  ３，２２４．００平方メートル 

 宮崎県児湯郡新富町大字日置字浜９６３番３ 宅地  ３，４３０．９２平方メートル 

キ 宮崎県宮崎市大字本郷南方字榎田２５９５番 宅地  ６，６６２．９９平方メートル 

 宮崎県宮崎市大字本郷南方字榎田２５９５番１ 宅地     ６２．９９平方メートル 

ク 宮崎県都城市山之口町花木字銭亀２３０２番１ 宅地 ９，７３９．６３平方メートル 

ケ 宮崎県宮崎市大字田吉字松崎４９７７番３７４ 宅地 １２，８９２．７６平方メートル 

 宮崎県宮崎市大字田吉字松崎４９７７番４０５ 公衆用道路    ６８３．００平方メートル 

コ 宮崎県都城市都原町７１７０番 宅地  ４，９６６．５６平方メートル 

 宮崎県都城市都原町７１７２番１ 宅地    １８０．２３平方メートル 

 宮崎県都城市都原町７１７５番 宅地  ５，００４．９３平方メートル 

サ 宮崎県宮崎市青島西１丁目３番１ 宅地 １０，３７２．０４平方メートル 

 宮崎県宮崎市青島西１丁目３番２ 宅地  ２，５１３．８５平方メートル 

シ 宮崎県東諸県郡国富町大字木脇１４６２番地 宅地 ６，５６４．７３平方メートル 

 

 

３ 建物 

  

  所 在 地 構 造 床面積 名 称 

ア 宮崎県児湯郡新富町大字日置

字浜９６３番１０ 

コンクリートブロック造セ

メント瓦葺平家建 

６２．９４平方メートル 裁縫室  

イ 宮崎県延岡市櫛津町３４２７

番４ 

軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板

葺平家建 

１８３．６１平方メートル 機能訓練棟 



 

ウ 宮崎県宮崎市大島町北ノ原１

０３０番地３ 

鉄筋コンクリート造陸屋根

２階建 

１９６．６４平方メートル 事務所 

  鉄筋コンクリート造陸屋根

２階建 

５４７．６８平方メートル 寄宿舎 

  鉄骨造スレート葺平家建 ４３７．９０平方メートル 作業所 

  鉄骨造スレート葺２階建 １９６．６４平方メートル 作業所 

  鉄骨造スレート葺平家建 １９９．０９平方メートル 作業所 

  木造亜鉛メッキ鋼板葺平家

建 

６．９９平方メートル 倉庫 

  軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板

葺平家建 

１９．８７平方メートル 倉庫 

  鉄骨造スレート葺２階建 １７２．６９平方メートル 倉庫 

  木造スレート葺平家建 ３６．１０平方メートル 作業所 

  コンクリートブロック造ス

レート葺平家建 

２．９６平方メートル 倉庫 

  軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板

葺平家建 

１０．２２平方メートル 倉庫 

  軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板

葺平家建 

７０．０３平方メートル 作業所 

エ 宮崎県東諸県郡国富町大字本

庄字竹原１４０２番地１１、

１４０２番地２１ 

鉄筋コンクリート造合金メ

ッキ鋼板葺２階建 

７４１．４５平方メートル 体育館 

木造スレート葺平家建 １４．５７平方メートル 便所 

宮崎県東諸県郡国富町大字本

庄字竹原１４０２番地１  

軽量鉄骨造スレート葺平家

建 

１８６．３２平方メートル 作業所 

木造亜鉛メッキ鋼板葺平家

建 

１４．９８平方メートル 物置 

宮崎県東諸県郡国富町大字本

庄字竹原１４０２番地１ 

軽量鉄骨造スレート葺平家

建 

１８６．３２平方メートル 作業所 

宮崎県東諸県郡国富町大字本

庄字竹原１４０２番地１１ 

鉄骨造スレート葺平家建 １６１．８０平方メートル 車庫 

宮崎県東諸県郡国富町大字本

庄字竹原１３９０番地 

軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板

葺平家建 

４９．５０平方メートル 物置 

宮崎県東諸県郡国富町大字本

庄字竹原１４２１番地 

木造スレート葺平家建 ４．９４平方メートル 便所 

 



 

 

 

宮崎県東諸県郡国富町大字本

庄字竹原１３５２番地２ 

木造亜鉛メッキ鋼板葺平家

建 

７．１５平方メートル 便所 

宮崎県東諸県郡国富町大字本

庄字竹原１４０２番地１ 

鉄骨造合金メッキ鋼板葺平

家建 

２８１．５０平方メートル 作業所 

宮崎県東諸県郡国富町大字本

庄字竹原１４０２番地１ 

鉄筋コンクリート・鉄骨造

陸屋根・スレート葺平家建 

４４．２５平方メートル 作業所 

宮崎県東諸県郡国富町大字本

庄字竹原１４３１番地 

鉄骨造スレート葺平家建 ２７５．０２平方メートル 作業所 

宮崎県東諸県郡国富町大字本

庄字竹原１４３１番地 

軽量鉄骨造スレート葺平家

建 

１３．６９平方メートル 物置 

宮崎県東諸県郡国富町大字本

庄字竹原１４３１番地 

コンクリートブロック造ス

レート葺平家建 

２９．６１平方メートル 物置 

宮崎県東諸県郡国富町大字本

庄字竹原１３７８番地、１３

６６番地１、１４０７番地、

１３７８番地先 

鉄筋コンクリート造陸屋根

平家建 

８５５．９１平方メートル 養護所 

鉄筋コンクリート造スレー

ト葺平家建 

５４．７８平方メートル 浴場 

宮崎県東諸県郡国富町大字本

庄字竹原１３７８番地、１３

６６番地１、１３７８番地先 

鉄筋コンクリート造陸屋根

２階建 

１，７３１．３３平方メートル 養護所 

鉄筋コンクリート造スレー

ト葺平家建 

１００．８０平方メートル 浴場 

宮崎県東諸県郡国富町大字本

庄字竹原１４０２番地１１ 

軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板

葺平家建 

２９．７０平方メートル 物置 

宮崎県東諸県郡国富町大字本

庄字竹原１４０２番地１１ 

鉄筋コンクリート造陸屋根

平家建 

２０．５２平方メートル 機械室 

宮崎県東諸県郡国富町大字本

庄字竹原１４０２番地１１ 

軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板

葺平家建 

１９．９８平方メートル 作業所 

宮崎県東諸県郡国富町大字本

庄字竹原１４０２番地１１ 

軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板

葺平家建 

５９．４０平方メートル 作業所 

宮崎県東諸県郡国富町大字本

庄字竹原１４０２番地１１ 

軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板

葺平家建 

２０．３５平方メートル 物置 

宮崎県東諸県郡国富町大字本

庄字竹原１４０２番地１１ 

鉄筋コンクリート造亜鉛メ

ッキ鋼板葺平家建 

２７０．３４平方メートル 養護所 

軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板

葺平家建 

１０．０３平方メートル 物置 

 

 

 



 

宮崎県東諸県郡国富町大字本

庄字竹原１４０２番地１１ 

鉄筋コンクリート造亜鉛メ

ッキ鋼板葺平家建 

２６２．２２平方メートル 養護所 

軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板

葺平家建 

１２．９２平方メートル 物置 

軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板

葺平家建 

９．４０平方メートル 休憩室 

宮崎県東諸県郡国富町大字本

庄字竹原１４０２番地１１、

１４０２番地１４、１４０２

番地１９、１４０２番地３１ 

鉄筋コンクリート造陸屋根

２階建 

３，５２４．６３平方メートル 養護所 

宮崎県東諸県郡国富町大字本

庄字竹原１３６５番地、１３

６１番地、１３６５番地先 

鉄筋コンクリート造陸屋根

平家建 

４６０．９４平方メートル 養護所 

木造ビニール板葺平家建 ９．７２平方メートル 洗濯場 

宮崎県東諸県郡国富町大字本

庄字竹原１４１０番地１、１

３６６番地１、１４１１番地

６、１４１０番地１先 

鉄筋コンクリート造陸屋根

平家建 

４２５．００平方メートル 養護所 

木造亜鉛メッキ鋼板葺平家

建 

３３．６７平方メートル 休憩室 

宮崎県東諸県郡国富町大字本

庄字竹原１４０７番地、１４

０７番地先、１４１０番地１ 

鉄筋コンクリート陸屋根３

階建 

７４４．８８平方メートル 事務所 

   

宮崎県東諸県郡国富町大字本

庄字竹原１３６６番地１、１

３６６番地１先、１４１１番

地５ 

鉄筋コンクリート造陸屋根

２階建 

５６７．８４平方メートル 養護所 

コンクリートブロック造ス

レート葺平家建 

１６．８０平方メートル 物置 

コンクリートブロック造ス

レート葺平家建 

３．０３平方メートル 物置 

宮崎県東諸県郡国富町大字本

庄字竹原１３６６番地１、１

３６６番地１先 

木造亜鉛メッキ鋼板葺平家

建 

２０．７２平方メートル 物置 

 

宮崎県東諸県郡国富町大字本

庄字竹原１３６６番地１、１

３６８番地、１３６５番地、

１３６６番地１先 

鉄筋コンクリート造陸屋根

２階建 

１，５３４．６８平方メートル 養護所 

鉄筋コンクリート造ビニー

ル板葺平家建 

２７．００平方メートル 洗濯場 

 

 

 

 



 

宮崎県東諸県郡国富町大字本

庄字竹原１３６６番地１、１ 

３７９番地１、１３６８番

地、１３６６番地１先 

 

  

鉄筋コンクリート造ルーフ

ィング葺平家建 

１２１．２７平方メートル 浴場 

鉄筋コンクリート造ビニー

ル板葺平家建 

２７．００平方メートル 洗濯場 

木造亜鉛メッキ鋼板葺・ビ

ニール板葺平家建 

１９．３８平方メートル 休憩室、洗

濯場 

宮崎県東諸県郡国富町大字本

庄字竹原１３５５番地２、１

３５２番地２、１３５２番地

５、１３５２番地８、１３５

７番地 

鉄筋コンクリート造合金メ

ッキ鋼板葺２階建 

１，９４７．７８平方メートル 養護所 

宮崎県東諸県郡国富町大字本

庄字竹原１３５２番地６、１

３５２番地２、１３５２番地

１ 

鉄骨造合金メッキ鋼板葺平

家建 

４３２．００平方メートル 作業所 

宮崎県東諸県郡国富町大字本

庄字上ノ原１５８８番地 

木造スレート葺平家建 １５１．６２平方メートル 作業所 

オ 宮崎県児湯郡新富町大字日置

字浜９６３番地３、９６３番

地１０、宮崎県児湯郡新富町

大字日置字池田９２９番地

１、９３４番地１ 

鉄筋コンクリート造スレー

ト葺平家建 

１，２２４．０１平方メートル 養護所 

鉄筋コンクリート造スレー

ト葺平家建 

４８．００平方メートル 機械室 

鉄筋コンクリート造スレー

ト葺平家建 

１１０．４２平方メートル 集会室 

コンクリートブロック造ス

レート葺平家建 

３．９１平方メートル 物置 

鉄骨造スレート葺平家建 ５０．９９平方メートル 車庫 

木造亜鉛メッキ鋼板葺平家

建 

８２．８０平方メートル 作業所 

鉄骨造スレート葺平家建 ７５．３９平方メートル 作業所 

コンクリートブロック造ス

レート葺平家建 

５．６９平方メートル 便所 

鉄骨造スレート葺平家建 ９０．００平方メートル 倉庫 

木造スレート葺平家建 ４０．００平方メートル 倉庫 

鉄骨造スレート葺平家建 １８０．００平方メートル 作業所 

 

 



カ 宮崎県宮崎市大字本郷南方字

榎田２５９５番地、２５９５

番地先 

鉄筋コンクリート造陸屋根

２階建 

９７０．３５平方メートル 老人ホーム 

鉄筋コンクリート造陸屋根

平家建 

２７８．４６平方メートル 老人ホーム 

鉄筋コンクリート造陸屋根

平家建 

２０１．４０平方メートル 老人ホーム 

鉄筋コンクリート造スレー

ト葺平家建 

１２６．５４平方メートル 集会所 

鉄骨造スレート葺平家建 
３６．３５平方メートル 物干場 

コンクリートブロック造ス

レート葺平家建 

３．１５平方メートル 物置 

コンクリートブロック造陸

屋根平家建 

１７．９２平方メートル 倉庫 

コンクリートブロック造ス

レート葺平家建 

１．５４平方メートル 物置 

コンクリートブロック造ス

レート葺平家建 

５．６７平方メートル 物置 

キ 宮崎県宮崎市大字田吉字松崎

４９７７番地３７４ 

鉄筋コンクリート造陸屋根

平家建 

２，３１１．２４平方メートル 老人ホーム 

鉄筋コンクリート造陸屋根

平家建 

９３．６０平方メートル 機械室 

鉄筋コンクリート造陸屋根

平家建 

６３．７５平方メートル 作業所 

鉄骨造合金メッキ鋼板葺平

家建 

４６．８０平方メートル 車庫 

木造亜鉛メッキ鋼板葺平家

建 

３６．００平方メートル 倉庫 

木造スレート葺平家建 
３０．２５平方メートル 車庫 

コンクリートブロック造ス

レート葺平家建 

２６．２８平方メートル 物置 

ク 宮崎県宮崎市清武町木原字内

山４２５７番地７ 

鉄筋コンクリート造コンク

リート屋根２階建 

２，０６２．８１平方メートル 養護所 

鉄筋コンクリートコンクリ

ート屋根平家建 

１０８．００平方メートル 作業所 

鉄骨造スレート葺平家建 
５４．００平方メートル 物置 

鉄骨造合金メッキ鋼板葺平

家建 

１７．１０平方メートル 車庫 

鉄筋コンクリート造合金メ

ッキ鋼板葺平家建 

４６５．４２平方メートル 養護所 

鉄骨造合金メッキ鋼板葺平

家建 

２６２．３０平方メートル 養護所 

 



ケ 宮崎県都城市都原町７１７０

番地、７１７５番地、７１７

２番地１、７２０９番地５ 

鉄筋コンクリート・鉄骨造

陸屋根平家建 

１，６４７．００平方メートル 養護所 

軽量鉄骨造スレート葺平家

建 

２０．９１平方メートル 作業所 

軽量鉄骨造スレート葺平家

建 

２６．００平方メートル 倉庫 

木造スレート葺平家建 ４８．６０平方メートル 作業所 

コンクリートブロック造ス

レート葺平家建 

３．９１平方メートル 物置 

鉄骨造スレート葺平家建 ６７．５０平方メートル 倉庫 

木造カラー鋼板横葺平家建 
１５９．４２平方メートル ショート等

専用棟 

軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板

葺平家建 

木造スレート葺２階建 

８５７．６６平方メートル 

 

２７６．４７平方メートル 

養護所 

 

寄宿舎 

コ 宮崎県延岡市櫛津町３４２７

番地４ 

鉄筋コンクリート造陸屋根

２階建 

２，０３７．０６平方メートル 校舎 

鉄筋コンクリート造陸屋根

平家建 

１１０．００平方メートル 機械室 

コンクリートブロック造ス

レート葺平家建 

４．８３平方メートル ガス庫 

コンクリートブロック造ス

レート葺平家建 

７．８７平方メートル 便所 

木造カラーベスト葺平家建 ６４．８０平方メートル 事務所 

鉄骨造スレート葺平家建 ２３５．０１平方メートル 作業場 

木造スレート葦平家建 ９８．１１平方メートル 宿舎 

サ 宮崎県宮崎市青島西１丁目３

番地１ 

鉄筋コンクリート造スレー

ト葺平家建 

１，４１５．８６平方メートル 養護所 

軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板

葺平家建 

３３．２４平方メートル 車庫 

コンクリートブロック造ス

レート葺平家建 

４．９４平方メートル プロパン庫 

木造ルーフィング葺２階建 ２１２．００平方メートル 訓練棟 

木造ルーフィング葺２階建 １８４．２０平方メートル 養護所 

シ 宮崎県都城市山之口町花木字

銭亀２３０２番地１ 

鉄筋コンクリート造陸屋根

３階建  

７，００３．５０平方メートル 老人ホーム 



ス 宮崎県東諸県郡国富町大字木

脇１４６２番地 

鉄筋コンクリート造２階建 １，９４５．５０平方メートル 養護老人ホ

ーム 

鉄骨平屋建 ２８３．１２平方メートル デイサービ

スセンター 

 


